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■最小発注単位によるご注文のお願い
当社の制御機器の一部商品において、最小発注単位をカタログ上
で表記し、その単位での購入をお願いしています。
下記導入の背景に加え、お客様における輸送・保管上の品質維持
のためにも、最小発注単位でのご購入をお願いいたします。
なお対象商品につきましては、該当形式の掲載ページに最小発注
単位を併記しております。

■導入の背景
1992年8月に通産省（現：経済産業省）より「物流合理化ガ
イドライン」が、電気・電子を含む19業種に発行されました。
ガイドラインにおきましては、昨今の地球環境問題をはじめ、車
両公害・交通渋滞・流通経費の増大・労働時間の短縮など、多面
的に物流の合理化が求められています。
当社といたしましても、物流品質・サービスを向上しつつ、でき
るかぎりの物流の合理化を実現していく所存です。

■参考資料
社団法人　日本電気制御機器工業会　発行文
“最小納入単位でのご発注のお願い”


